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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
概
要

今
和
泉　

大

一
　
企
画
に
あ
た
っ
て

　

名
古
屋
城
は
近
世
城
郭
の
中
で
も
江
戸
時
代
以
来
の
史
資
料
の
環
境
に
比
較
的
恵

ま
れ
、戦
前
よ
り
諸
分
野
で
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
城
郭
と
言
え
る
。
と
り
わ
け
、

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
の
戦
災
焼
失
ま
で
天
守
・
本
丸
御
殿
を
は
じ
め
と
す
る

諸
建
築
が
残
り
、
ま
た
「
大
工
頭
中
井
家
文
書
」
と
い
う
一
級
の
史
料
が
伝
わ
っ
て

い
る
こ
と
も
あ
り（

１
）、

城
郭
建
築
の
対
象
と
し
て
、
建
築
史
の
主
導
に
よ
り
名
古
屋
城

の
研
究
は
進
め
ら
れ
て
き
た
観
が
あ
る（

２
）。
こ
れ
ら
戦
前
・
戦
後
の
研
究
が
名
古
屋
城

の
通
史
の
礎
と
な
っ
て
お
り
、
木
村
慎
平
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
と
り
わ
け
『
名

古
屋
城
史（

３
）』

や
『
日
本
名
城
集
成　

名
古
屋
城（

４
）』

な
ど
は
、
精
緻
な
分
析
を
基
に
名

古
屋
城
の
通
史
を
叙
述
し
た
基
本
文
献
と
し
て
今
日
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

る（
５
）。

　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
書
籍
・
論
考
で
叙
述
さ
れ
て
き
た
定
説
に
課
題
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
諸
研
究
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
根
拠
を

た
ど
っ
て
い
く
と
、
疑
義
が
生
じ
る
場
面
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
築
城
期
の

史
料
に
関
し
て
は
、
書
状
の
年
代
比
定
に
誤
り
が
あ
っ
た
り（

６
）、
そ
も
そ
も
他
城
郭
に

関
す
る
書
状
が
名
古
屋
城
に
関
連
す
る
史
料
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
り
す
る（

７
）

な
ど
、
様
々
な
問
題
点
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
木
村
氏
は
、
名
古
屋
城
普
請
に
つ

い
て
、
一
つ
一
つ
の
事
実
を
史
料
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
基
礎
的
な
作

業
が
十
分
行
わ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
と
述
べ
る
が（

８
）、
厳
密
な
史
資
料
解
釈
も
含

め
た
基
礎
的
な
作
業
の
不
足
は
、
普
請
期
に
限
ら
ず
比
較
的
早
い
時
期
、
す
な
わ
ち

江
戸
時
代
前
期
の
名
古
屋
城
に
関
す
る
事
柄
全
般
に
言
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
は
、
今
日
ほ
ど
史
資
料
を
身
近
に
参
照
で
き
る
環

境
・
機
会
が
整
っ
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
な
ど
、
各
時
期
の
研
究
環
境
に
起
因
す
る

も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
故
に
各
時
期
の
研
究
の
限
界
を
示
す
と
も
捉
え
ら
れ
る
。

ま
た
同
時
に
、
史
資
料
の
捉
え
直
し
、
ひ
い
て
は
名
古
屋
城
に
関
す
る
戦
前
・
戦
後

の
研
究
の
再
検
証
が
長
い
間
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
も
私
た
ち
に
突
き

つ
け
る
。

　

か
か
る
状
況
を
踏
ま
え
、
現
存
す
る
史
資
料
が
少
な
く
、
ま
た
そ
の
解
釈
に
誤
り

や
曖
昧
さ
が
少
な
く
な
い
築
城
以
来
の
一
世
紀
、
す
な
わ
ち
十
七
世
紀
の
名
古
屋
城

史
に
特
に
課
題
が
多
い
と
判
断
し
、
当
該
期
の
基
礎
的
事
実
を
整
理
し
更
新
し
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
、「
十
七
世
紀
」
を
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー

マ
の
一
つ
と
し
て
据
え
た
。
幸
い
に
も
、
近
年
徳
川
林
政
史
研
究
所
に
よ
っ
て
『
源

敬
様
御
代
御
記
録（

９
）』

や
『
瑞
龍
公
実
録（

（1
（

』
な
ど
、
こ
の
時
期
に
関
す
る
史
料
の
刊
行

化
が
進
み
、
史
料
環
境
が
一
層
整
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
状
況
も
如
上
の
課
題
へ
の

取
り
組
み
を
後
押
し
す
る
。

　

ま
た
別
の
課
題
と
し
て
、
従
来
の
名
古
屋
城
の
通
史
に
、
当
該
城
郭
を
居
所
と
し

て
き
た
者
た
ち
の
視
点
・
営
為
が
充
分
に
組
み
込
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。
十
七
世
紀
の
名
古
屋
城
に
つ
い
て
は
、
主
に
天
守
・
御
殿
等
の
諸

建
築
と
関
わ
ら
せ
て
築
城
期
や
尾
張
徳
川
家
初
代
義
直
期
の
出
来
事
が
断
片
的
に
取

り
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
築
城
者
、
そ
し
て
大
名
と
そ
の
家
族
の
居
所
と
し
て

中
長
期
的
な
時
間
幅
で
分
析
し
た
研
究
は
管
見
に
入
ら
な
い
。

　

名
古
屋
城
は
、
義
直
が
入
城
す
る
以
前
に
お
い
て
は
、
特
に
二
之
丸
が
平
岩
親
吉

や
家
康
・
秀
忠
の
駐
留
地
・
御
座
所
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
戦
の
世
が
終
わ

り
平
時
へ
と
移
っ
た
義
直
期
以
降
に
お
い
て
は
尾
張
家
当
主
や
奥
方
の
居
所
と
な
り
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日
常
的
な
生
活
が
営
ま
れ
、
か
つ
政
庁
と
し
て
役
人
が
詰
め
る
空
間
と
な
っ
た
。
名

古
屋
城
を
居
所
と
し
て
き
た
こ
れ
ら
の
人
び
と
の
視
点
・
営
為
は
、
名
古
屋
城
の
か

た
ち
（
縄
張
・
建
築
・
庭
・
建
物
配
置
な
ど
）
や
空
間
と
し
て
の
性
格
の
変
化
に
も

影
響
し
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
者
た
ち
の
視
点
・
営
為
と
関
わ
ら
せ
て

当
該
城
郭
の
変
遷
を
追
う
こ
と
で
、
知
ら
れ
ざ
る
事
実
を
見
出
し
、
あ
る
い
は
既
知

の
事
柄
に
対
し
て
新
た
な
位
置
づ
け
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

　

十
七
世
紀
に
お
い
て
誰
が
名
古
屋
城
を
居
所
と
し
た
の
か
、
ま
た
そ
の
者
た
ち
は

い
か
な
る
意
図
を
以
て
、
い
か
に
し
て
名
古
屋
城
を
造
営
・
改
変
し
て
き
た
の
か
、

そ
し
て
そ
れ
ら
の
営
為
を
受
け
、
名
古
屋
城
の
位
置
づ
け
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て

い
っ
た
の
か
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
こ
う
し
た
視
角
を
以
て
当
該
期
の
名
古
屋
城

の
す
が
た
、そ
し
て
そ
の
成
り
立
ち
と
変
遷
の
一
端
を
捉
え
る
こ
と
を
趣
旨
と
し
た
。

二
　
分
析
対
象
の
設
定
─
な
ぜ
二
之
丸
か
─

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
特
に
二
之
丸
を
分
析
対
象
と
し
て
設
定
し
た
。
元
和
六
年

（
一
六
二
〇
）
の
義
直
の
二
之
丸
移
徙
以
降
、
二
之
丸
が
尾
張
徳
川
家
当
主
の
居
所

兼
政
庁
と
な
り
、
名
古
屋
城
の
中
核
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
当
然
、
奥
方
・
諸
役

人
の
日
常
的
な
活
動
も
二
之
丸
が
中
心
と
な
り
、
史
料
的
に
も
二
之
丸
に
関
す
る
出

来
事
が
多
く
記
録
さ
れ
た（

（1
（

。
つ
ま
り
、
名
古
屋
城
の
歴
史
を
紐
解
い
て
い
く
た
め
に

は
、
お
の
ず
と
二
之
丸
に
着
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

ま
た
、
元
和
二
年
に
義
直
が
駿
府
か
ら
名
古
屋
城
へ
移
る
以
前
、
二
之
丸
は
大
御

所
・
将
軍
の
御
座
所
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
意
味
で
も
二
之

丸
に
焦
点
を
当
て
、
義
直
入
城
前
後
を
通
し
て
分
析
し
て
い
く
意
義
は
大
い
に
あ
ろ

う
。

　

一
方
で
、
二
之
丸
に
は
象
徴
的
空
間
と
し
て
二
之
丸
御
庭
が
存
在
し
た
。
尾
張
家

初
代
義
直
が
作
っ
た
御
庭
で
あ
る
が
、そ
の
作
庭
に
は
上
田
宗
箇
が
係
わ
っ
た
な
ど
、

戦
前
・
戦
後
の
研
究
で
推
定
と
し
て
示
さ
れ
た
見
解
が
長
ら
く
浸
透
し
て
き
た（

（1
（

。
こ

れ
ら
は
主
に
作
庭
家
・
庭
園
史
研
究
者
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
き
た
説
で
あ
る
が
、

推
論
に
大
き
く
依
拠
し
て
い
る
点
に
問
題
が
あ
っ
た
。こ
れ
に
対
し
井
上
光
夫
氏
は
、

史
資
料
に
基
づ
き
、
義
直
期
の
二
之
丸
御
庭
に
つ
い
て
整
理
し
た（

（1
（

。
氏
は
、
上
田
宗

箇
が
御
庭
設
計
に
係
わ
っ
た
と
す
る
従
来
の
見
解
を
否
定
し
、
義
直
に
仕
え
た
儒
者

で
あ
る
堀
杏
庵
な
ど
の
関
与
を
想
定
し
た
。
旧
来
の
所
説
を
退
け
る
氏
の
見
解
に
は

首
肯
で
き
る
点
が
大
い
に
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
状
況
的
証
拠
に
頼
ら
ざ
る
を
え

な
い
と
い
う
限
界
も
抱
え
、
こ
う
し
た
点
に
対
し
て
今
後
い
か
に
検
証
を
加
え
て
い

け
る
か
が
課
題
と
な
ろ
う
。
か
か
る
御
庭
の
成
り
立
ち
や
そ
の
後
の
変
遷
を
解
明
し

て
い
く
た
め
に
も
、二
之
丸
を
分
析
対
象
と
す
る
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

以
上
の
観
点
か
ら
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
名
古
屋
城
の
中
核
と
し
て
の
二
之
丸

に
主
軸
を
据
え
、
そ
の
成
り
立
ち
と
変
遷
を
追
う
た
め
、
十
七
世
紀
の
出
来
事
や
史

資
料
解
釈
等
に
つ
い
て
議
論
し
た
。

三
　
本
報
告
書
の
概
要

　

本
報
告
書
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
講
演
・
報
告
の
内
容
を
基
に
し
た
論
考
を
四
本
収

録
し
た
。
た
だ
し
、
口
頭
で
の
講
演
・
報
告
で
は
時
間
の
関
係
等
に
よ
り
十
分
に
議

論
で
き
な
か
っ
た
点
や
そ
の
後
の
検
討
を
経
て
修
正
を
要
す
る
と
判
断
し
た
点
に
つ

い
て
は
、
各
執
筆
者
の
判
断
で
加
筆
・
修
正
を
行
っ
た
。
ま
た
、
報
告
者
四
名
の
間

で
行
わ
れ
た
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
記
録
も
収
録
し
て
い
る
。

　

三
浦
正
幸
氏
「
類
例
な
き
特
別
な
二
の
丸
を
も
っ
た
名
古
屋
城
」
は
、
主
に
縄
張

の
観
点
か
ら
名
古
屋
城
を
分
析
し
、
特
に
名
古
屋
城
の
前
後
に
築
城
さ
れ
た
他
城
郭
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と
の
比
較
に
よ
り
、
名
古
屋
城
二
之
丸
の
「
類
例
な
き
」
特
徴
を
捉
え
、
そ
の
特
質

を
論
じ
る
。
二
之
丸
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
当
初
の
名
古
屋
城
の
位
置
づ
け
に
つ
い

て
重
要
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

　

今
和
泉
大
「
十
七
世
紀
に
お
け
る
二
之
丸
の
変
遷
」
は
、
築
城
期
か
ら
光
友
・
綱

誠
期
ま
で
の
二
之
丸
の
変
遷
に
つ
い
て
、
主
に
二
之
丸
を
居
所
と
し
た
者
と
の
関
連

で
論
じ
る
。
築
城
期
か
ら
義
直
期
に
か
け
て
は
、
従
来
の
研
究
・
著
書
で
も
詳
細
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
名
古
屋
城
と
の
関
連
で
光
友
・
綱
誠
期
の
出
来
事
が
扱

わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、こ
の
点
に
も
留
意
し
十
七
世
紀
の
変
遷
を
見
通
す
。

　

堀
内
亮
介
「
十
七
世
紀
の
二
之
丸
御
庭
造
営
と
改
修
」
は
、
題
目
通
り
、
二
之
丸

御
庭
の
造
営
と
改
修
に
つ
い
て
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
之
丸
御
庭
の
造
営
に
、

義
直
が
い
か
に
係
わ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
御
庭
を
構
成
す
る
聖
堂
な
ど
の
諸
要
素

が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
新
出
・
既
出
の
史
料
を
駆
使
し
て
論
じ

る
。

　

並
木
誠
士
氏
「
絵
画
史
か
ら
み
た
「
中
御
座
之
間
北
御
庭
惣
絵
」」
は
、
義
直
期

の
二
之
丸
御
庭
の
絵
図
と
さ
れ
る
「
中
御
座
之
間
北
御
庭
」
を
絵
画
史
の
視
点
か
ら

分
析
す
る
。
初
期
の
二
之
丸
御
庭
の
す
が
た
を
描
く
絵
図
と
し
て
古
く
か
ら
注
目
さ

れ
て
き
た
当
該
絵
図
だ
が
、
美
術
史
・
絵
画
史
の
視
点
で
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
既
知
の
資
料
を
捉
え
直
す
と
い

う
意
味
で
も
、
非
常
に
重
要
な
試
み
で
あ
る
。

　

な
お
、執
筆
者
間
で
見
解
や
用
語
の
使
い
方
で
一
致
を
み
な
い
点
も
一
部
あ
る
が
、

本
報
告
書
で
は
あ
え
て
統
一
せ
ず
、
各
執
筆
者
が
提
示
す
る
ま
ま
を
示
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
論
考
に
よ
り
、如
上
の
課
題
す
べ
て
に
取
り
組
め
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

当
該
期
の
名
古
屋
城
に
つ
い
て
基
礎
的
事
実
を
整
理
し
、
ま
た
新
知
見
・
新
解
釈
も

提
示
で
き
た
と
考
え
る
。本
報
告
書
の
成
果
が
今
後
幅
広
く
活
用
さ
れ
る
と
と
も
に
、

議
論
が
活
発
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

註（
１
）
大
阪
市
立
住
ま
い
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
）
寄
託
収
蔵
、
高
橋
正
彦
編
『
大
工

頭 

中
井
家
文
書
』（
慶
應
通
信
、
一
九
八
三
年
）。

（
２
）
代
表
的
な
も
の
に
城
戸
久
「
名
古
屋
城
天
守
造
營
年
次
考
」（『
建
築
學
會
大
會
論
文
集
』
一
七
号
、

一
九
四
〇
年
）、
同
「
名
古
屋
城
上
洛
殿
の
造
営
に
つ
い
て
」（『
建
築
學
會
大
會
論
文
集
』
二
一
号
、

一
九
四
一
年
）、同
「
名
古
屋
城
本
丸
殿
舎
建
築
私
考
」（『
美
術
研
究
』
第
一
一
六
号
、一
九
四
一
年
）

な
ど
。
な
お
、『
日
本
名
城
集
成　

名
古
屋
城
』（
小
学
館
、
一
九
八
五
年
）
所
収
の
「
名
古
屋
城
お

よ
び
城
下
町
関
係
文
献
総
目
録
」（
二
一
六
頁
）
は
、
昭
和
六
十
年
（
一
九
八
五
）
段
階
で
の
名
古

屋
城
関
連
の
文
献
を
ほ
ぼ
網
羅
し
て
い
る
と
見
な
せ
る
が
、
そ
の
一
覧
を
見
て
も
わ
か
る
通
り
、
建

築
史
あ
る
い
は
障
壁
画
関
係
の
文
献
が
大
半
を
占
め
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

（
３
）『
名
古
屋
城
史
』（
名
古
屋
市
、
一
九
五
九
年
）。

（
４
）
前
掲
註
（
２
）『
日
本
名
城
集
成　

名
古
屋
城
』。

（
５
）
木
村
慎
平
「「
現
場
」
か
ら
み
た
名
古
屋
城
石
垣
普
請
」（『
史
料
が
語
る　

名
古
屋
城
石
垣
普
請
の

現
場
』〈
名
古
屋
城
調
査
研
究
報
告
三　

資
料
調
査
研
究
報
告
書
一
〉、
二
〇
二
二
年
）。

（
６
）
拙
稿
「
慶
長
期
成
立
の
名
古
屋
城
「
四
つ
之
御
矢
倉
・
二
つ
之
御
門
・
唐
門
」」（『
名
古
屋
城
調
査

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
五
号
所
収
、
二
〇
二
四
年
）
を
参
照
。

（
７
）
前
掲
註
（
２
）『
日
本
名
城
集
成　

名
古
屋
城
』
所
収
の
「
名
古
屋
城
関
係
史
料
」（
一
八
五
頁
～
）
は
、

名
古
屋
城
（
特
に
初
期
）
に
関
す
る
基
礎
的
な
史
料
集
成
と
し
て
今
な
お
参
照
さ
れ
て
い
る
が
、
た

と
え
ば
史
料
三
〇
四
号
（『
中
井
家
史
料
』、
十
一
月
二
十
九
日
付
小
堀
政
一
・
中
井
正
清
宛
土
井
利

勝
外
二
名
連
署
状
）
は
差
出
人
の
官
職
名
等
か
ら
明
ら
か
に
名
古
屋
城
に
関
係
な
く
、
他
城
郭
関
連

の
史
料
と
判
断
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
内
『
中
井
家
史
料
』（「
大
工
頭
中
井
家
文
書
」）
の
多
く
に

つ
い
て
は
、
山
本
紀
美
「
天
下
人
の
城
大
工 

大
工
頭
中
井
家
文
書
の
史
料
翻
刻
と
現
代
訳
」（『
天

下
人
の
城
大
工
─
中
井
大
和
守
の
仕
事
Ⅲ
─
』
大
阪
市
立
住
ま
い
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
〈
大
阪
く
ら
し

の
今
昔
館
〉、
二
〇
一
五
年
）
が
位
置
づ
け
（
ど
の
城
郭
に
関
連
す
る
書
状
か
等
）
や
年
代
に
関
す

る
最
新
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
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（
８
）
前
掲
註
（
５
）
木
村
論
考
。

（
９
）『
源
敬
様
御
代
御
記
録　

第
一
～
五
』（
八
木
書
店
、
二
〇
一
五
～
一
九
年
）。

（
10
）『
瑞
龍
公
実
録
』（
八
木
書
店
、
二
〇
二
二
年
）。

（
11
）
十
八
世
紀
以
降
の
期
間
し
か
残
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
尾
張
家
当
主
の
側
に
仕
え
た
御
小
納
戸
役
の

業
務
日
記
で
あ
る
「
尾
州
御
小
納
戸
日
記
」・「
尾
州
御
留
守
日
記
」（
と
も
に
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）

に
は
、
二
之
丸
関
連
の
仕
事
や
出
来
事
な
ど
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）
代
表
的
な
も
の
に
、
沢
田
天
瑞
「
名
古
屋
城
二
之
丸
庭
園
の
鑑
賞
」（『
名
勝
名
古
屋
城
二
之
丸
庭
園　

公
開
さ
れ
た
御
殿
の
奥
庭
』
名
古
屋
城
振
興
協
会
、
一
九
六
七
年
）、
重
森
三
玲
「
名
古
屋
城
舊
二

之
丸
庭
園
」（
重
森
三
玲
・
重
森
完
途
『
日
本
庭
園
史
大
系　

第
十
二
巻　

桃
山
の
庭
（
五
）』
社
会

思
想
社
、
一
九
七
三
年
）
な
ど
。
二
之
丸
御
庭
を
め
ぐ
る
研
究
史
と
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
本
書
所

収
堀
内
論
文
が
整
理
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
13
）井
上
光
夫『
中
御
座
之
間
北
御
庭
惣
絵　

考　

名
古
屋
城
二
之
丸
創
建
期
に
お
け
る
庭
園
の
変
遷
』〈
文

化
財
叢
書
第
九
七
号
〉（
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
三
年
）。




